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午後３時開会 
○三輪監理官 定刻になりましたので、ただいまから令和５年度第２回宮崎地

方労働審議会を開催いたします。 
本日は、お忙しい中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。 
私は、雇用環境・均等室、三輪と申します。よろしくお願いいたします。 
それでは、まず、資料の確認をさせていただきます。お手元に資料次第がござ

いますので御確認ください。資料がない場合は、順次事務局にお申し出ください。 
次に、本日の委員の皆様方の御出席状況を御報告申し上げます。 
公益代表委員６名、労働者代表委員４名、使用者代表委員６名、合計 16 名、

宮崎地方労働審議会令第８条の規定に基づく定足数を満たしていることを御報

告申し上げます。労働者代表の尾上委員、白﨑委員におかれましては、御都合に

より欠席されております。 
併せまして、本日の審議会の総会につきまして、２月 28 日より公開手続をし

ておりましたが、傍聴希望の申込みはございませんでしたので、御報告申し上げ

ます。 
それでは、第１回の審議会で会長に選出されました有馬委員に以後の進行を

お願い申し上げます。 
○有馬会長 有馬でございます。本日はよろしくお願いします。 
 本審議会開催に当たりまして、御挨拶申し上げます。 
 今年最初にすぐ地震がありまして、そして、羽田空港では日航の事故があって、

非常に驚くようなことでスタートいたしましたが、実は経済面を見ますと、２つ

の場で、インバウンドも大分回復しまして、株のほうも、今回も 30 数年たって

バブル経済並みの株が上がりましたという状況で、よい面も見えていますが、こ

のような中で、最大の日本の課題は、また各自治体の課題は、人口減少問題と

なっております。多くの自治体は、子育て支援策など自治体間競争という形でい

ろんな施策を展開していますが、その中でも、出生率回復のためには、ワーク・

ライフ・バランスといいますか、労働環境の改善といいますか、労働条件等の改

善が重要な課題というのは、多くの共通認識とされてまいります。その意味で、

本審議会におきましての役目は非常に重要なことだと思っております。 
本日は来年度の運営方針等もございますので、委員の皆様方の忌憚のない御

意見・御質問等をいただきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。 
○坂根労働局長 宮崎労働局長の坂根でございます。審議会の開催に当たりま

して御挨拶を申し上げます。 
委員の皆様方には、年度末の大変お忙しい中、審議会に御参集いただきまして

誠にありがとうございます。また、日頃より労働行政の推進に格別な御理解と御

協力をいただいておることにつきましても、この場をお借りして厚く御礼を申
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し上げます。 
さて、昨年の 11 月２日にデフレ脱却のための総合経済対策が閣議決定をされ

まして、この対策も踏まえ、全国の労働局におきましては、中堅・中小企業の賃

上げの環境整備、人手不足対応、生産性向上を通じた賃上げの継続支援、年収の

壁への対応を含めた所得向上への取組、三位一体の労働市場改革の推進、多様な

働き方の推進に向けた施策方針につきまして、様々な課題に取り組んでいると

ころでございます。 
そして、この時間、この場をお借りしまして、最近における宮崎労働局を取り

巻く情勢として、４点ほど御報告をさせていただきたいと思います。 
まず、１点目が雇用失業情勢でございます。 
直近、今年の１月の有効求人倍率は、季節調整値になりますけれども、1.33 倍

ということで、12 月より 0.03 ポイント減少しておりますが、求人が求職を上

回っている状況が 103 か月、約８年半にわたって続いているところでございま

す。 
また、昨年 11 月に開催されました第１回目の審議会における私からのあいさ

つの中で、令和５年９月の有効求人倍率が８月と比べて 0.8 ポイント減少し、

1.40 倍から 1.32 倍に下がったこと、及びその理由として、いわゆる年収の壁へ

の問題のマスコミ報道等を通じて、35 歳から 55 歳までの女性パート従業員が

正社員になるための求職活動を行ったことによって、新規の求職申込み者数が

増加したことが要因であるということを申し上げましたところ、野口委員から

御質問をいただきまして、私から、今後の動向をしっかりと検証していきたいと

回答させていただきました。検証した結果ですが、そのような動きはあったので

すけれども、やはり一時的な動きであったと判断しているところでございます。 
なお、この有効求人倍率の季節調整値につきましては、毎年１回、１月分の結

果報告時に、最新の数字を踏まえて過去５年間分の数字が見直されます。今日の

資料の「宮崎地方労働審議会」と書いてある資料の 24 ページのところに、求人

倍率の推移ということで、１年間の数字がありますけれども、見直された結果、

昨年の９月、令和５年の 9 月分は公表時は 1.32 倍だったところ 1.35 倍という

ことで修正がされております。したがって、今後はこちらの見直された数字を

使って、説明を行うことになります。 
次に、人手不足の状況ですけれども、依然として医療・福祉や建設業など特定

の業種では、慢性的な人手不足が続いている状況でございます。しかしながら、

コロナによる離職の影響、この要素がだんだん薄れてきまして、従前型、いわゆ

る生産年齢人口の減少といったところの慢性的な人手不足の要因による人手不

足になっているというふうに考えているところでございます。さらに新規の高

等学校卒業予定者の求人倍率は、直近、令和６年１月で 2.41 倍ということで、
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毎月過去最高を更新している状況にございます。かなり人手不足が深刻化して

いるところにございます。 
今後の見通しとしましては、食品製造業、建設業など特定の業種において、外

国人労働者の受入れが増加することの影響や、労務費、原材料費、物価の高騰な

どあらゆる影響について注視していく必要があると判断をしているところでご

ざいます。 
大きな４点のうちの２点目でございます。 
労働災害の発生状況についてでございます。令和５年速報値でございますけ

れども、死亡者数は 13 人ということで、令和４年度を４人下回っている状況で

ございます。休業４日以上の死傷者数につきましても、1,478 人で、前年同期を

見ますと 91 人減少と死亡災害、死傷災害ともに減少に転じ、増加に歯止めがか

かったという状況にございます。現在、令和５年度を初年度とする第 14 次の労

働災害防止推進計画に一層に積極的に取り組んでいるところでございます。 
３点目が、最低賃金についてでございます。 
宮崎県における時間額は、昨年の 10 月６日より 897 円に改定をされておりま

すが、この引上げの影響をより受ける中小企業・小規模事業者に対する支援を図

るため、業務改善助成金が拡充されていますけれども、この活用の周知に積極的

に取り組んでいるところでございます。また、併せまして改定された最低賃金の

履行確保ということで努めておりますが、時間額のほうは比較的遵守していた

だいているところですけれども、月給者のほうで、時間額に換算した場合の違反

が散見されているといった状況にございます。月給者におきましても、最低賃金

を遵守すべく周知啓発を図っていくことが必要であると考えているところでご

ざいます。 
最後になりますが、賃金引上げに向けた取組についてでございます。先ほど申

し上げました業務改善助成金、こちらの申請件数は、前年度と比較しますと 2.6
倍の申請をいただいている状況でございます。また、年収の壁問題に対応した

キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース、そちらのコースにつき

ましては、局の幹部、ハローワークの所長が企業を個別に訪問して、活用を広く

呼びかけているところです。私も１社でございますけれども、先日、社長さんに

お会いし、働きかけを行ったところでございます。 
以上、簡単に御報告申し上げましたけれども、この後、各部室長より、令和５

年度における進捗状況、実施状況、及び令和６年度の方針について説明をさせて

いただきます。その後に、委員の皆様方より御意見のほうを賜わりたいと考えて

おります。 
また、本日配付している資料の行政運営方針についてですが、従前はどちらか

というと、文字媒体で作成していたところ、今年から志向を変えまして、写真と
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かイラストとか、そういった目に訴えていくという形に形式を変えております。

したがいまして、この辺のことも含めて、幅広に忌憚のない御意見・御審議をお

願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
以上、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。 
○有馬会長 ありがとうございました。 
では、会次第の２、審議議題として、令和５年度 宮崎労働局行政運営方針の

進捗状況及び令和６年度 宮崎労働局行政運営方針（案）について、事務局から

説明をお願いいたします。なお、総務関係につきましては、時間の関係上、資料

のみの配付となっております。説明のほどをよろしくお願いします。 
○渡辺雇用環境・均等室長 雇用環境・均等室の渡辺でございます。 
 まず、私のほうから、令和５年度の行政運営方針の進捗状況について説明をさ

せていただきます。早速ですが、こちらの資料の６ページのほうを御覧ください。  
 初めに、最低賃金・賃金の引上げに向けた支援策につきまして、業務改善助成

金についてでございます。取組の実施状況の囲みの下のところに書いてありま

すが、1 月末現在で申請件数が 182 件、前年同期が 72 件でした。また、２月末

現在は 187 件でした。前年同期が 73 件でしたので、2.6 倍に増加しているとこ

ろでございます。 
この助成金につきましては、令和５年度においては、繰り返し申請することが

できるものでございますし、同じ事業所様にも繰り返し活用いただいているよ

うな状態でございます。また、この助成金の活用事例のほうも記載させていただ

いておりますけれども、御覧いただいたとおり、こうした業種で助成金がないも

の、機械の導入など、取組みのしやすいものですから、助成金の活用を図られた

事業主さんから、よその方に紹介をして、それで口コミで申請された事業主の方

もおられるような状況でございます。令和４年度から最低賃金改正前の 9月に、

安定所に出していただいている求人で、助成金の対象となる時間給の事業者様

に対しまして、利用勧奨も準じて行っており、そのことが増加の要因ではないか

と考えているところでございます。 
続きまして、資料の７ページを御覧ください。 
同一労働同一賃金の雇用形態に関わらない公正な待遇の確保についてでござ

います。パートタイム有期雇用労働法に基づく企業調査の状況を表に示してい

るところでございます。１月末現在で 189 事業所に対しまして企業調査を実施

し、143 社に対しまして 228 件の是正指導を実施いたしました。 
表の上から４番目を御覧ください。不合理な待遇の禁止の欄を御覧いただき

たいと思います。１月末現在、81 件ございました。企業全体に占める割合は 35％
になっております。５年度は監督署からの情報提供を受けて企業調査を行って

おりまして、具体的な待遇の改善に結びついているのではないかなというふう
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に分析しているところでございます。また、みやざき働き方改革推進支援セン

ターへの支援へとつなげるよう橋渡しを行っているところでございます。 
資料８ページを御覧ください。 
まず、男性の育児休業取得についてでございます。２つ目の囲みを御覧くださ

い。１月末現在、135 社の事業所さんに対しまして企業調査を実施しており、

131 社に対しまして 577 件に是正指導を実施いたしました。是正指導の内容に

つきましては、質疑の際に説明いたしますが、法改正の内容に沿った制度整備の

助言を行っているところでございます。また、育児休業取得率の公表が義務と

なっている企業の公表率は、１月末現在 100％、現在 10 社中全ての企業が公表

しているところでございます。 
続きまして、次世代育成対策の推進についてでございます。 
次世代法に基づく行動計画の策定義務企業の届出率については、１月末現在

100％でございます。また、くるみん認定も１月末現在、累計で 59 社、うち５

年度は、１月末現在で８社の認定を行っているところでございます。 
続きまして、女性活躍推進のための行動計画に基づく企業の取組支援につい

てでございます。行動計画の策定義務企業の届出率は、１月末現在 100％でござ

います。こちらのほうも、えるぼし認定は１月末現在、累計で８社、うち５年度

における認定は、１月末現在で２社の認定を行っているところでございます。 
次世代法も女性活躍推進法も、行動計画の作成義務企業は、宮崎県は 396 社

あり、企業ごとに担当職員を置いて、行動計画策定届の提出勧奨を行っており、

また、認定の働きかけも同じく行っているところでございます。こちらのほうの

取組につきましては、令和６年度に行ってまいることとしております。 
また、女性活躍推進法のほうでは、労働者 301 人以上の企業が、男女の賃金

の差異についての情報を公表することが義務づけられております。宮崎県のほ

うで県内の対象企業は 102 社ございまして、うち１月末現在、100 社が公表し

ております。残る２社に対しましては、２月中に企業のほうを訪問いたしまして、

企業調査を行っております。個別に働きかけを行っておりまして、こちらのほう

も公表することになっているところでございます。 
続きまして、資料９ページを御覧ください。 
両立支援等助成金についてでございます。コースごとに支給件数を記載して

おります。介護離職防止支援コース及び不妊治療両立支援コースが、令和４年度

では０件だったんですけど、令和５年度に９件、２件と増えております。一方で、

上のほうの出生時両立支援コースのほうが減っている現状でございます。この

助成金関係につきましては、令和６年度は周知のほうに重点を置いてまいりた

いと思っているところでございます。 
次に、10 ページを開いてください。 
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４、安全で健康に働くことができる環境づくり（総合的なハラスメント対策）

の推進についてでございます。10 ページの下のほうは相談件数の状況でござい

ます。また上に来て、パワーハラスメントの相談件数が増加しているような状況

でございまして、労働施策総合推進法に基づく企業調査によりハラスメント防

止対策の説明を行った上で、徹底指導を行っているところでございます。また、

12 月に、職場のハラスメント撲滅月間に合わせまして、説明会をオンラインで

開催し、ハラスメント防止対策の周知についても行っております。 
続きまして、長時間労働の抑制についてでございます。資料 11 ページを御覧

ください。 
みやざき働き方改革推進支援センターによる、中小企業・小規模事業者に対す

る労働時間短縮に向けた具体的な取組の支援を行っているところでございます。

また、本省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」、こちらのほうにも好事例

が表示されておりますので、こちらのほうの周知も図っているところでござい

ます。また、一番下にありますが、雇用環境・均等室の働き方・休み方改善コン

サルタントによる企業訪問による支援も行っているところでございます。 
特にコンサルティングの部分についてですが、令和５年度は、建設業やフリー

ターなどの時間外労働規制の適用猶予事業所 133 社に対しまして、実情に応じ

た助言を行っているところでございます。 
 次に、資料 12 ページを御覧ください。 
 年次有給休暇の取得促進に向けた広報関係のもの、並びに助成金による支援

の実績、また労働法制講座の実施状況、最後には、３月 12 日に開催いたしまし

た「みやざき働き方改革推進会議」の開催を記載しているところでございます。 
ここちらのほうは、ワーク・ライフ・バランスの実現や、これまでの働き方の

見直し、あるいは効率的な働き方、生産性を高めるための働き方をするための良

質な意識を変える機運の醸成というのが必要になってまいります。こ令和６年

度も引き続き行ってまいる予定にしておるところでございます。 
以上が令和５年度の進捗状況についてでございます。 
続きまして、令和６年度の行政運営方針の主な施行内容について説明いたし

ます。資料はこちらのほう、行政運営方針（案）について御説明いたします。 
こちらのほうの１ページ目を御覧いただけますでしょうか。 
令和５年度に引き続きまして、最低賃金・賃金の引上げに向けた支援の推進、

並びに非正規雇用労働者の処遇改善が重点になってまいります。 
取組につきまして、今後の取組のところの①－１を御覧ください。業務改善助

成金の充実により、業務の改善や生産性の向上に係る企業のニーズに応えまし

て、賃金引上げの支援を行ってまいります。また、令和５年度の状況も踏まえま

して、業務改善助成金の周知を引き続き行ってまいる予定にしております。 
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続きまして、２ページを御覧ください。 
非正規雇用労働者の処遇改善についてでございます。こちらのほうは、雇用形

態に関わらない公正な待遇の確保を図るために、今後の取組の①といたしまし

て、監督署における定期監督等において、同一労働同一賃金などに係る確認を

行っていただき、相互検証に向けて、パートタイム有期雇用労働法に基づく企業

調査により、個別企業に対しまして、法律やガイドラインに沿った雇用管理が行

われるよう助言が必要な場合には助言を行い、法律の内容の確実な履行に努め

てまいります。 
また、取組の①－２でございますが、みやざき働き方改革推進支援センターに

よる中小企業・小規模事業者に対する社会保険労務士などによる支援を行って

まいります。さらに非正規雇用労働者の処遇改善に関する企業への支援につき

ましては、取組の②でございますが、短期間労働者が年収の壁を意識せず働くこ

とができる環境づくりを支援するために、「年収の壁支援強化パッケージ」とし

て新設されたキャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」の周知

並びに活用勧奨も図ってまいります。 
次に、少し飛びますが、４ページの下の欄を御覧いただけますでしょうか。第

３、多様な人材の活躍と魅力ある職場づくりについてでございます。こちらのほ

う、少子高齢化が急速に進んでいく中で、出産、育児、介護などによる労働者の

離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児、介護を両立できる社会の実現

が重要な課題となっているところでございます。 
５ページの上のほうを御覧いただけますでしょうか。 
今後の取組といたしましては、①－１、令和５年度に引き続きまして、育児・

介護休業法に基づき、育児休業の取得率の公表が義務となっております。引き続

き公表の働きかけを行ってまいります。これは、公表するというのは、１回すれ

ばいいというものではなく、年に１回必ずすることになっておりますので、後追

いで働きかけを行ってまいることになっております。また、法改正の内容に沿っ

た制度整備状況の企業調査も行ってまいります。 
①－２、両立支援助成金につきましては、こちらのほう、周知に努めてまいり

まして、活用促進を図ってまいります。 
②次世代法についてでございます。こちらのほう、行動計画の策定により、企

業の自主的な取組を支援し、認定制度の周知をし、認定取得の働きかけを行って

まいります。また、この次世代法は時限立法という関係から、有効期限の延長が

考えられておりまして、この改正法案が今国会に提出されているところでござ

いますが、法律が成立次第、改正内容の周知を行ってまいります。 
次に、ハラスメントの取組についてでございますが、６ページ上段の「今後の

取組」を御覧ください。 
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取組が①、②、③と３つあるんですけれども、いずれもハラスメントの防止対

策についてでございますが、この防止策の推進の取組につきまして、職場におけ

るハラスメント防止対策を講じていない事業所に対しましては、ハラスメント

防止対策の説明を今後も続けて助言・指導を行ってまいります。また一定のハラ

スメント防止対策の好事例につきましても、12 月のハラスメント撲滅月間にお

ける周知啓発活動、学生に対する労働法の学びなどにおいて相談周知も行って

まいります。 
次に取組の②－１、女性活躍推進法についてでございます。令和５年度から引

き続きまして、こちらのほうも、男女の賃金差異の情報公表を義務づけられた企

業への働きかけを行ってまいります。 
また、②－２でございますが、男女の賃金の差異というものは、募集・採用・

配置・昇進・昇格、教育訓練等における男女の差の結果として現れるものでござ

いますから、まず、雇用機会均等法に基づく企業指導を行うとともに、差異の要

因分析により、企業の自主的な雇用管理改善が進むよう、一層の女性活躍推進に

向けた取組を促してまいりたいと思っているところでございます。 
下のほうの３、多様な働き方、働き方・休み方改革につきまして、こちらのほ

うは、令和６年度の重点事項①、フリーランスの就業環境の整備についてでござ

います。こちらのほうの取組の①なんですけれども、こちらの法施行が秋に予定

されておりますので、法の施行後、速やかに企業指導が行われるよう体制を整え、

新法の履行確保を図ってまいりたいと存ずるところでございます。 
私どものほうからの説明は以上でございます。 
○吉野労働基準部長 続きまして労働基準部長吉野です。私から労働基準部の

業務推進状況及び来年度の行政運営方針（案）について説明いたします。 
 最初に、進捗状況ですが、「宮崎地方労働審議会」という資料を使います。こ

ちらの 16 ページです。 
こちらは最低賃金関係です。前回、11 月にこの審議会で御説明したとき、下

期に向けましては、最低賃金の一つである自動車（新車）小売業最低賃金が改正

されることから、宮崎県最低賃金と同様に周知広報に努めること、また、改定後

の改定賃金の履行・確保を主眼とする監督指導を集中的に行うということで御

説明しました。 
16 ページの左下の取組の実施状況のところにも書いてありますが、自動車（新

車）小売業の最低賃金については、12 月 20 日に発効しておりまして、関係機関

などへのリーフレットの送付などにより周知広報を行っております。 
また、最低賃金の履行確保を主眼とした監督につきましては、第４四半期、今

まさに実施中であり、速報値ですけれども、２月末現在 139 件の監督指導を実

施しまして、最低賃金法の違反率が約 7.1％という状況になっております。だい
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たい例年並みの値というところでございます。 
続いて、労働災害対策が次の 17 ページから 18 ページの２ページにかけて書

いてあります。前回、下期に向けましては、監督指導や個別指導の実施、特に死

亡災害の発生率が高い林業や建設業に対しては、労働災害防止強調運動の実施、

また、特に多くなっている高年齢労働者の労働災害については、「エイジフレン

ドリーガイドライン」の周知、メンタルヘルス対策の周知啓発を行うこととして

おりました。林業については 11 月に、建設業につきましては 12 月から１月に

かけて、強調運動を実施しまして、監督指導や個別指導、ガイドラインや助成金

などの周知については随時実施しております。 
結果としまして、17 ページの真ん中辺の折れ線グラフのところにも書いてあ

りますが、令和５年の１月から 12 月までの１年間に発生した死亡災害は、局長

の最初の挨拶の中でもありましたが、速報値で死亡が13件で前年より４件減少、

休業４日以上の死傷災害は 1,445 人、前年同期より 82 人減少、この資料は１月

末の時点で作っておりますので、冒頭の局長の挨拶のほうが最新の数字の速報

値になっていますが、いずれにせよ、前年と比べて両方とも減というような結果

となっております。 
続きまして、監督指導の分野です。資料は 19 ページから次の 20 ページにか

けてです。下期に向けては、監督指導の実施、長時間労働の抑制に向けた過労死

等防止啓発月間の各種イベント等の展開をするということで御説明しました。

監督指導の統計は年統計なので、資料の値は前回の審議会のものと変わってい

ません。 
次の 20 ページも、イベントやその他取組状況を書いていますが、こういった

ものは 11 月に集中的に実施しているので、既に前回の審議会の席で御説明した

ときには、まさにその展開中というような形で、特段こちらも新しく加わるよう

なものはなく、前回の時点でほぼ説明し切っていますので、改めて御報告するよ

うなことはありません。引き続き監督指導に取り組んでまいります。 
最後、次の 21 ページになりますが、労災補償の分野です。こちらも資料に書

いてある数値やグラフは、年度統計なので、前回の審議会と変わっていません。

前回御説明したように、特に精神障害に関する労災請求が増加しております｡本

年度の速報値としても、２月末現在で、請求件数が 26 件という形で過去最大と

なっております。労災業務は下半期に限らず、通年の取組として、迅速かつ適正

な事務処理を推進して必要な保険給付を行うということが至上命題となってお

りますので、これを引き続き取り組んでまいります。 
 以上、進捗状況の説明となります。 
続きまして、来年度の行政運営方針（案）につきましては、こちらの縦の資料

で御説明いたします。 
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まず１ページ目、賃金の引上げなどに関することになります。 
重点事項として、１つ目に最低賃金・賃金の引上げに向けた支援の推進等、２

つ目として最低賃金制度の適切な運営ということで２つ掲げております。 
 １つ目の支援のほうについては、業務改善助成金の利用促進に努めていきた

いと考えております。また、そのほか監督署からの好事例などの情報提供、地域

の賃金の実情に関する情報提供等も引き続き行ってまいりたいと思います。ま

た、働き方改革支援センターでの支援も雇均室とともに取り組んでいき、事務局

として最低賃金審議会の円滑な運営、最低賃金の履行確保のための監督指導を

展開していくなど、ほぼ本年度と同じ内容を来年度も取り組んでいくという形

になります。 
 続いて７ページ、４の安全で健康に働くことができる環境づくりのうち、（１）

労働条件の確保・改善対策、監督指導の分野の１つになります。こちらについて

も、重点事項を３つ掲げておりますが、こちらは全て監督指導に関するものなの

で、監督署の監督官が従前より実施しております労働条件確保のための監督指

導を引き続き実施していくということです。こちらも本年度と一緒という形に

なります。 
続いて８ページに、（２）時間外・休日労働の上限規制が適用される分野に対

する支援ということで、上段のほうの「今後の取組」に書いてあります。①建設

業、自動車運転関係の業界ですが、来年度というか、もう来月からは適用猶予業

種がなくなるわけですが、建設業や運送業などの業界は、自らの取組だけでは、

時間外労働の削減が厳しく、取引先や荷主の協力も不可欠であるということは、

来月になっても変わりません。このため、インターネットやＳＮＳを通じた国民

全体の意識啓発と、荷主への協力要請の取組などについては、来年度も引き続き

監督署で取り組んでいくこととしました。 
以上が監督指導の分野になります。 
続いて、8 ページの下半分と次の９ページにかけては、安全衛生の分野です。

こちらのほうは、14 次防を踏まえた労働者が安全で健康に働くことができる環

境の整備ということで、本年度策定しました５か年計画である第 14 次労働災害

防止推進計画に基づきまして、左下の枠にも書いています①から⑧までの８つ

の重点事項を定めて５か年計画で進めていくということになっております。こ

れらを達成するために、９ページの取組をそれぞれ実施することとしておりま

す。上半分が主に安全に関する対策、下半分がメンタルヘルスであるとか化学物

質、石綿など、労働者の健康確保に関する対策を列挙しています。 
続きまして最後、次の 10 ページの上半分が労災保険関係の分野です。こちらの

重点事項としては、３つ書いておりますが、先ほど申し上げたように、労災補償

行政は、通年を通じて、被災者への丁寧な説明と労災請求事案への迅速かつ適正
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な事務処理による必要な保険給付ということが至上命題となっておりますので、

来年度もこれを徹底してまいります。 
 以上です。 
○伊藤職業安定部長 皆さま、こんにちは。職業安定部長の伊藤でございます。 
 それではまず、本年度の振り返りをさせていただきます。第１回と同様ですが、

職業安定行政関係、非常に分量が多いですので、ポイントを絞った上で御説明を

させていただきます。 
 まず、24 ページをお開きいただけますでしょうか。 
まず、有効求人倍率の推移ということですが、局長の坂根の御挨拶の部分と重

なる部分がございますが、御了承ください。 
一番上の求人倍率の推移を御覧いただきますと、本年度上期と下期で、下期が

非常に下がっているような状況に見えるかと思います。こちらに関しましては、

コロナ禍で労働市場が冷え込んだ状況、新たに求職活動を行ったりとか、求人を

出すという状況でなかったところが、だんだん行動制限の緩和が図られまして、

令和３年途中、令和４年度ぐらいから非常に求人が増え始めた状況ということ

で、その影響が令和５年の上期ぐらいまで続いていた状況でございます。令和５

年の５月、アフターコロナということで、いろんな事情がございましたが、その

中の一つとして、外国人労働者がなかなか入れなかった事情の中で入ってきた

りということがあったりとか、行動制限明けに非常に求人が高い状況、沸騰した

状況だったものが落ち着いてきた状況ということで、今の下期の落ち着いた状

況ということになっております。 
一方、企業様にとっては、求人が求職を上回る状況ということで、非常に人が

採りにくいといった状況、1.4 倍が 1.3 倍に変わったところではございますが、

引き続き人が採りづらい状況ということが続いております。有馬会長からもお

話しいただいたとおり、宮崎県の人口減少が 12 月に報道されましたが、そう

いった影響もございます。今後に向けてももちろんＡＩ等様々な点で業務効率

化がなされるとは思いますが、人口減少というのは一夜に解決する問題ではご

ざいません。同じ数の求人、ある程度の能力が必要ということであれば、引き続

き人口減少の中でいくと、そういう技術は増えていく現状かということで考え

ております。 
次に、個人の主体的なキャリア形成の促進ということでございまして、こちら

に関しては、今の人口減少ということでも関係していますが、今いる人材をどう

よりご活躍いただくかという視点でございます。もちろん離職された方の支援

ということで職業訓練もありますし、在職中の方でいくと教育訓練給付制度と

いうもので、資格であったりとか一定の学びに対して補助をさせていただく制

度もございます。この制度設計については２回、職業能力開発促進協議会という
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もので議論をさせていただきまして、宮崎のニーズに合わせた形でコース設定、

等の令和６年度の議論をやったところでございます。これらは個人に対する何

がしか支援ということでございますが、それ以外にも人材キャリアアップ支援

助成金ということで、企業側に対する支援ということで、企業内でのリスキリン

グ、そういったものをしていただく場合についての補助をさせていただくよう

な助成金、こちらのほうも力を入れておりまして、実績、取組の実施状況のとお

おり非常に伸びているような状況でございます。 
５番、継続的なキャリアサポート・就職支援ということで、御説明をさせてい

ただきます。先ほどとまた似たような話になりますが、人手不足の状況、人口減

少という中で、求職者が膨大に増えるということはなかなか考えづらい中で、多

様な就職活動、どのような形で皆様を御支援させていただくかということを

日々考えております。今までは対面を中心にハローワークでも相談を行ってい

たところでございますが、前回、１回目のときにもお話しいたしましたが、オン

ラインのほうも重視していくということでございます。まだ対面のほうが当然

多い状況でございますが、多様なニーズに応えていくということでさせていた

だいております。これは求職者側だけではなくて、企業様側に対しても行ってい

くもので、オンラインの新規求人申込み件数割合、１月現在 83.5％、前年 66.3％
ということで、企業側様方のほうが、比較的オンラインのニーズが非常に高い状

況で御利用いただいておるというところでございます。一方、求職者のほうも、

もちろんニーズはあるところでございますが、有効求職者に占めるオンライン

で登録をしていただく方の割合はまだ 27.5％ということで、前年からは増えて

おりますが、まだ実際にハローワークに来ていただいて利用手続を進める方の

ほうが多いような形です。本来であれば、都市部より地方のほうがオンライン

ニーズがあるのではないかと移動の面等で言われていましたが、実際は都市部

のほうがオンラインの登録の割合が多かったりということが言えるかと思いま

す。 
また、人手不足は地域の課題ということで非常に重要でございます。いろいろ

な業界がございますが、人手不足業界に対する興味を持っていただくために、求

職者向けのセミナーの開催を致しまして、８回、約 100 人近くの方が御参加を

いただいております。お話をするだけではなくて、実際に職場にお連れをして中

を知っていただく、そういう機会も３回実施いたしまして、20 名の方に御参加

いただいております。もちろん面談会、そういったものも４回実施いたしまして、

参加企業が 37、参加者が 147 名ということで、ある程度の数、御参加いただい

ているような状況でございます。 
また、人手不足の中で様々な業種がございますが、福祉業界が特に重要なもの

でございます。介護報酬等で賃金が決まるということも言えますので、なかなか
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介護事業主様は人手を新たに採るということに苦慮されております。そのよう

な状況下、福祉の仕事就職フェアを実施させていただきまして、86 の事業者様

に御参加いただきましたが、求職者のほうは 98 名ということで、なかなか求職

者は集まりずらい傾向にあります。賃金であったりとか、様々な要因が福祉には

あると思っています。求職者の方も介護職に関して非常に重要なお仕事、やりが

いがある充実した仕事であることは異議がないところだと思っています。どう

いったことをすれば介護職に御興味をお持ちいただけるのか、そういったこと

も理解として、もう一歩踏み込んだ形でタイアップしていきたいということで

考えております。 
あと、若者向けの広報ということで、様々な媒体を通して、Instagram であっ

たりとか TikTok、YouTube、Yahoo とか SmartNews もそうですけど、今、様々

な媒体がある中で、より公的機関が発信できるという形で、待っているだけでは

なくて、より効果的な周知をしていくということで、より踏み込んだ形でする必

要性があると考えています。また、ハローワークごとにホームページを作成もい

たしました。 
続いてページをおめくりいただけますでしょうか。28 ページでございます。 
こちらも重要な課題ということで、後ほどの御質問のところでもいろいろい

ただいているとは思いますが、若者の県外流出というものが、宮崎はもちろん地

方の課題でございます。新規学卒者への支援ということでさせていただいてお

りまして、報道等で御存じかと思いますが、今のところは、令和６年１月末現在、

65.1％の方が県内就職を希望されているということで、昨年は３月末に御卒業

された方の県内就職率が 65.2％ということですので、アフターコロナというこ

とで、県外就職率が高まるのではないかということで危惧をしていましたが、私

どもといたしましても、企業と求職者が出逢う場を設けまして、一定の効果は

あったのかなということで考えております。一方は 60 半ばの数字、コロナ前は

50％台でしたので、それから見ると非常に高い状況に推移しているということ

は言えますが、全国的な例で言いますと、県内、都内含めて平均的には８割ぐら

いの方が同域内で就職を決めていらっしゃるという状況からいくと、まだまだ

厳しい状況があるなということで捉えております。 
次、７番就職氷河期世代の活躍支援ということで、時代の影響を受けまして就

職ができなかった、就職できない、そういった状況を引き継いでお仕事に就いて

いない、また引きこもりになったとか、様々な影響の方がいらっしゃいますが、

以前も第１回のときにもお伝えいたしましたが、人手不足の状況ですので、チャ

ンスでございます。こちらでも就職氷河期世代の支援ということで力を入れる

ということで、ハローワークの専用窓口におきましても、令和６年１月の時点で

1,831 件ということで、年間の目安値が 1,891 ということで、おおむね既に１月
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末現在で年間目安値を達成ということで、就職のほうは進んでいるような状況

があります。一方が、企業と求職者の方でミスマッチ自体は現実的にはあるとい

うことで捉えておりますので、より求職者の方、もちろん企業の御意向も聞かな

いと最終的な就職にはつながりませんので、双方のお話を聞きながら、より精度

を高めていく必要性があるということで考えております。 
29 ページ、８番、高齢者の就労・社会参加の促進ということでございまして、

こちらもまた、人手不足ということが雇用内容に影響していますが、限られた人

口の中で人手不足ということで、全ての方に御活躍いただきたい、つくるという

ことが重要ということで考えております。毎月有効求人倍率も公表しておりま

すが、65 歳以上の求職者、非常に増えております。65 歳までは雇用していただ

くという制度が設けられておりますが、65 歳以上の方でお仕事を御希望される

方についての支援をより強めていきたいということで、専用の窓口を設けてお

ります。６年１月 488 件ということで、年間目標は 512 件ということですけど、

こちらも高い数字で推移しておりますので、目標は達成できる状況で支援をし

ているところでございます。 
また、70 歳までの高年齢者就業確保措置のほうは努力義務でございますが、

そちらのほうもより進めていく予定があるということで考えておりまして、70
歳までの高年齢者就業確保措置実施企業は 34.5％ということで、対前年比 1.3
ポイント増加、全国平均 29.7％ということで、全国を上回る推移しています。

こちらの人手不足であったりとか、そういったことの影響ということもあって、

高齢者の方に御活躍いただきたいという企業さんのニーズがあるからというこ

とで捉えています。 
次に、９番の障害者の就労促進ということでございます。こちらは令和５年６

月１日現在の障害者雇用の状況は、12 月末に公表をさせていただきました法定

雇用率達成企業割合につきましては 65.5％ということで、全国３位の求人で非

常に高い数字になっております。全国平均は 50.1％になるということですので、

非常に高い数字を達成しております。一方、残りの 34.5％につきましては、活

用されていらっしゃらないという話でございます。その中の 58％につきまして

は、障害者を１人も雇用されていないという状況でございますので、この点をよ

り強化していかなければいけないということで考えております。 
取組の実施状況のところには、令和６年１月末現在の数値が記載されており

まして、６月１日現在だと 65.5％だったものが現在 69.7％まで数字が上がって

おりますので、こちらのほうをより高めていくために支援をしていくというこ

とでございます。 
ページをおめくりいただきますでしょうか。30 ページ。 
10、外国人に対する支援ということで、こちらは１月末に昨年の 10 月末時点
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の状況を公表しておりまして、外国人、非常にニュースバリューというか、御関

心いただいたということで、いろいろなマスコミ様に取り上げていただきまし

たが、過去最高ということで 7,000 という数字、全国的には 200 万人を超えた

という状況で過去最高の数字、そういった状況でございます。 
一方、宮崎の特徴といたしましては、約６割、4,000 人超が技能実習であると

いうことで、全国平均は２割でございます。技能実習制度につきましては、報道

等されているとおり、転籍の自由であったりとか、そういったものが議論されて

おりまして、そこが緩やかになったということですと、また企業の魅力であった

りとか、これは新卒もそうですし、全てのことに企業に関係をしてくるんですけ

ど、職場を選べるような状況になってくると、他県も含めた競争ということが起

こるということを想定しております。こちらの部分、企業様も含めて、いろいろ

なことを考えていかなくちゃいけないということで考えております。労働局と

して外国人を呼び込むということまでしているわけではないですし、そちらは

県であったりとか業界であったり、そういうところになりますが、私どもとして

は、来ていただいた外国人の方が、より良い雇用環境でお仕事をしていただく、

それが成果につながるということを考えておりますので、外国人雇用の状況を

正確に把握した上で、適切に雇用されているかということもより強めていかな

くちゃいけないということで考えております。 
次、こちらの令和６年度の重点施策のほうを御説明させていただきます。 
ページをおめくりいただきまして、２ページの下側でございます。 
リ・スキリングです。こちらのほう、先ほども御説明をさせていただきました

が、引き続き離職された方はもちろん、職業訓練を支援しながら、在職中の方に

対しての教育訓練給付制度、そちらで働いていただく際の補助等をさせていた

だいて、生産性向上に寄与したり、スキルアップも含めて支援をしていくという

ことでございます。職業訓練につきましては、新たな支援、もちろん在職中の方

につきましても、新たなスキルを身につけていただく、そういう視点、また、今

在職中のお仕事に生かしていくという視点、両方がございますが、もちろん新た

なところに転職であったりとか、考えている方につきましては、労働移動も含め

てこういった支援が役に立つということで考えております。 
デジタル人材の育成ということで、これは宮崎だけの話ではなくて世の中全

体の話ですが、DX 化というふうに様々言われております。なかなか企業様とし

ても、DX 化といってもどのようにしていいか分からないという部分が宮崎は非

常に高いということで伺っております。第１回のときもそのお話をさせていた

だきましたが、一方、これはＩＴ人材とかではなくて、どの業種においても DX
化は可能なものでございますので、これは個々の労働者のスキルだけではなく

て、企業の経営者等も含めて、どういった展開が可能かということを考えること
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が重要です。そのために一人一人の職員のスキルアップというものに取り組ん

でいく職業訓練等に御活用いただければと思っておりますし、企業側の支援と

いうことで人材開発助成金というものを先ほど御説明させていただきましたが、

企業に対する、企業内でのリ・スキリングの支援としてそちらについても引き続

きやっていくということでございます。 
ページをおめくりいただきまして３ページでございます。 
またこれから人手不足ということで課題のところに書いてございますが、人

材の有効活用ということであくまでお仕事自体は求職者の方、在職者の方がど

うしていくかということを考えていくわけでございますが、世の中様々な仕事

があるわけなので、職場情報を提供する「ｊｏｂ ｔａｇ（職場情報総合サイト）」

ということを作っておりますのでこちらをご活用いただければと思っておりま

す。これは結局、お仕事を就かれている方についても、今就かれているお仕事以

外の情報というのはなかなか持ち合わせていないものでございます。いろんな

方、いろんな可能性があるわけなので、お若い方でも高齢の方でもいろいろなお

仕事があって人手不足なので、いろんなチャンスが逆にあります。人手不足の中

で、高校御卒業、大学進学の際に、宮崎県内から出る方が非常に多いというのが

非常に重要な問題ということで、ＵＩＪターンに、県、労働局、非常に力を入れ

ているような状況でございます。宮崎は全国でいくとまだ成果を上げているほ

うだとは思ってはおりますが、宮崎も人口が 103 万人にまで減少しており、御

承知のとおり、人は減っているという現状がありますので、よりＵＩＪターンの

取組をしていくことになります。これは労働局だけで解決する問題ではなく、企

業様も御一緒に考えていかなくてはいけないということで考えております。 
ページをおめくりいただきまして 4 ページ、中小企業等に対する人材確保の

支援ということで、こちらにつきましては、重ねて申し上げています人手不足と

いうことで、有効求人倍率が１倍を超えているということで、様々な業種で人手

不足、募集を出しても採れないというお話をいただいております。求職者の数を

いきなり倍にすることもできるわけではありません。いろいろなチャンネルを

設けた上で、面接会もそうですし、それだけではなかなか難しいということで、

先ほども企業の見学会であったり、そういったものも御案内させていただきま

したが、より求職者ニーズに合わせた上で、何をしていくかということを検討す

るということで、先ほどもアンケートであったり、そういったものをした上で、

ニーズを獲得した上で、前回踏襲でやるのではなくて、何が必要かということを

踏まえ実施しなくてはいけないと考えております。また、情報を捉えた上で、企

業者側も変わっていただかないと、なかなか応募が増えないという現状がござ

いますので、そういったニーズを踏まえた上での御提案、もう少し踏み込んだ御

提案をしていきたいということで考えております。 
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ページをかなりおめくりいただきまして 10 ページの下側、多様な人材の就

労・社会参加の促進ということで、高年齢者ということでございます。先ほどの

ものと内容としてはおおむね一緒になりますので、簡単に説明させていただき

ますと、65 歳以上の就職の方が非常に増えております。人生 100 年時代という

ことが言われている状況の中で、そういったニーズが明らかにハローワークで

も増えておりますので、そういった方の専用コーナーを引き続き設けた上で、就

職の支援をさせていただくということでございます。 
11 ページを見ていただきまして、障害者の就労促進です。 
こちらも本年度の状況ということで、宮崎、法定雇用率の達成企業割合は全国

３位ということで御説明をさせていただきました。一方、全国的に来年度、令和

６年４月からは法定雇用率が 2.5％ということでアップします。これを見越して、

当然ながら来年から頑張るわけではなくて、今年度中からこれを意識しながら、

企業様は動いていただいているものということで認識しております。この結果

が、ハローワークの就職件数も非常に伸びた状況でございますし、長期スパンで

考えていただいた企業様が多いということでは考えております。先ほども達成

企業は全国３位ということではございますが、34.5％はまだ未達成ということ

でございますので、こちらも雇っていただくというだけではなく、採用の準備段

階であったりとか、もちろん採用に至った後の定着支援も含めて、より公的機関

の役割というのが非常に重要な部分になると思っておりますので、法定雇用率

が上がるということも踏まえまして、より頑張っていかなくてはいけないとい

うことで考えております。 
下が外国人労働者に対する支援ということで、こちらにつきましても、先ほど

も若干御説明いたしましたが、外国人労働者自体は過去最高ということでござ

います、当然ながらニーズもありますし、他国との競争が非常に厳しい状況でご

ざいますが、増える方向性で進んでいくと思っております。一度来ていただいた

方が、働きやすい環境でお仕事していただくための指導を企業様にしていく。プ

ラスアルファ外国人労働者の方、言語の問題や慣習等様々な問題もあるなかで、

そういった方々への支援、こちらのほうもより拡充をしていかなくちゃいけな

いということで考えております。 
ページをめくっていただけますでしょうか。 
12 ページ、上の段になりますが、就職氷河期世代等若年者・新規学卒者の支

援でございます。 
就職氷河期世代に関しては、引き続き人手不足の中、なかなか就職が今までで

きなかった方、非常にチャンスでございますので、この機会を逃さず、求職者の

御意向を聞きながら、より就職支援を進めていくということでございます。 
新卒の関係でございますが、今の状況はまだ最終集計ではございませんが、先
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ほども現年並みの数字、動きということで、県内就職率、過去に比べるといい状

況ではございますが、やはりコロナ禍で、オンラインでの面接だったりとか、応

募の仕方自体も非常にカジュアルになっている状況でございます。企業見学会

であったりも、オンラインで行っている事業様が都市部の事業様には多数ござ

います。そういった中で、逆に外に行きやすい形でもございますので、もちろん

最終的には学生さんの御興味だったりとか趣向、県内に就職させることが目的

ではなくて、求職者の方、親御さんも含めてですけれども、こちらが幸せになれ

るということを目指すのが労働局でございますので、無理に県内就職を強制す

るものではないですが、宮崎県企業様との接点を増やすということが重要だと

考えております、また、企業様にとっては新卒で一度外の世界を見ていくこと自

体は悪いことではないと、将来的に県に貢献をしてもらえればいいという企業

様も最近は増えているなというのを非常に感じております。ここでは新卒の話

にはなっておりますが、一度出た方が戻れるような環境を助けるというのも非

常に大事なことでございますので、新卒の部分ももちろん大事ですが、そういっ

た部分も宮崎県の重要課題ということで進めていきたいということで考えてお

ります。 
急ぎ足になりましたが、以上となります。 
○有馬会長 ありがとうございました。ただいま事務局より令和５年度の行政

運営方針の進捗状況、そして令和６年度の行政運営方針（案）を一括して説明を

いただいたところです。 
今から質疑応答に入りますが、事前に４名の委員の方々から質問等をいただ

いておりますので、それにつきまして、事務局より回答をいただきますが、回答

の前に、委員の方々から質問趣旨を簡単に御説明願います。 
まず、重黒木委員からお願いします。 
○重黒木委員 重黒木です。先ほど、本年度の進捗状況について御説明をいただ

きましたけれども、資料９ページの最後のほう、不妊治療両立支援コースの支給

件数についてということで、前年度が０件で今年度２件ということになってお

ります。数字が多ければいいということではないのですが、全国的な統計を見る

と、結構不妊治療を受けている数は多いというような認識があるのですが、なか

なか不妊治療ということを職場に言えない人たちも多いのではないかなと思い

ます。この数字から、そういったことが想像できるかなと思いますので、引き続

き労働者が取りやすい環境づくりの醸成に取り組んでいただきたいと思いまし

て、質問といいますか、要望とさせていただきました。 
 もう１点は、資料の中の進捗状況の中で、働き方・休み方改善コンサルタント

による専門的な助言・指導ということで、本年度、そういった訪問をしていただ

いていると御説明をいただきましたけれども、長時間労働の是正ということは
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非常に喫緊の課題で、そこから人材不足ということも何回か御説明をいただい

ていますので、もし本年度、コンサルタントの方々が企業訪問された中で好事例

があれば、御教示いただけると、私達も参考にさせていただきたいなと思いまし

て、質問させていただきました。以上です。 
○渡辺雇用環境・均等室長 それではお答えさせていただきます。 
 １点目の不妊治療に対するお答えですが、重黒木委員のおっしゃるとおり、個

人のプライベートな問題について、不妊治療をしていることを職場に言えない

方が多いというふうに考えているところでございます。職場の理解があれば声

も上げやすくなるような面もあるかと思います。そこで、不妊治療のための休暇

制度を整備していたりとか、あるいは不妊治療と仕事の両立の取組に関する研

修を実施することなどによって不妊治療と仕事の両立の理解を深めるために企

業が取り組んでいらっしゃるような場合には、くるみんとかプラチナくるみん

などの制度に加えまして、不妊治療と仕事の両立に関する認定制度、プラス認定

基準というものがございます。企業の自主的な取組の動機づけを応援している

ところでございまして、宮崎県内ではどうかというと、プラチナ認定を受けてい

る企業は現在３社で、ホームページで公表されております。プラス認定基準につ

いては、今年度１社を認定させていただきました。不妊治療と職場の両立に関す

る認定制度のプラス認定基準を満たした企業は、プラス認定しますよというこ

とを引き続き、こういう制度があるということを周知してまいりたいと思いま

すし、また企業の取組支援につきまして、不妊治療両立支援コースの周知ととも

に行ってまいりたいと思っているところでございます。 
２点目、働き方・休み方コンサルタントの専門の助言についてなんですけど、

令和５年度、先ほども説明しましたが、特に建設業や林業などの時間外労働規制

を適用しない事業者さんに対しまして、時間外労働規制に向けた取組状況の実

情の聞き込みと案内等を行っております。その中で建設業の事例について、こち

らのほうは職場で取り組みやすい身近な例としてご紹介いたします。 
まず、従来は手書きで計算とか労働時間の管理を行っていたものが、労働時間

の把握管理を行えるようなシステムの導入を行い、それによって勤務時間も減

りましたというものが１点と、２点目が、業務の繁閑の分析を行って、実態を把

握した上で人員配置ができるように労働時間制度を見直して、４週８休制を導

入したところ、月の時間外労働時間数が 45 時間を超える者がいなくなった。そ

ういうような事例がとても身近だったものですから、御紹介させていただきま

した。さらに、本省のほうでも、働き方・休み方改善ポータルサイトに好事例を

掲載させていただいています。こちらのほうの資料の６ページにもポータルサ

イトのＱＲコードを掲載しておりますので、御紹介させていただきたいと思い

ます。 
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私からの説明は以上でございます。 
○有馬会長 次に、岩満委員からの質問をお願いします。 
○岩満委員 岩満でございます。よろしくお願いいたします。 
８ページの男性の育児休業取得・女性活躍等の促進というところの現状の課

題で、男性の育児休業取得調査で、男女とも仕事と育児とを両立できる社会につ

いてとか、課題に対して取組ということで、令和６年１月末現在、135 社に対し

育児・介護休業法に係る報告徴収を実施したところ、何らかの法違反等が確認さ

れた事業所が 131 社あって、577 件の是正指導をされたと書いてありますが、

どのような法違反等が確認をされたのか、また、どのような法違反等が多かった

のかということを確認いただけたらと思います。 
○渡辺雇用環境・均等室長 お答えいたします。育児・介護休業法の改正内容に

沿った制度整備状況の確認を行っているところでございます。是正指導の内容

のうち、規定整備に関する指導が 445 件でした。この規定整備の内容というも

のは、例えば育児とか介護の休業制度に関すること、それから短時間勤務制度に

関すること、そして看護休暇制度、介護休暇制度の不備に関する法違反に関する

指摘に対するものがございました。規定整備以外に多い内容といたしましては、

育児介護休業法の改正により新たに義務付けになった内容についてでございま

した。特に多かったのが、育児休業や産後パパ育休の申出が円滑に行われるため

に、雇用環境の整備の措置が義務付けられておりまして、この内容というものが

４つほどございまして、労働者に対する育児休業に関しての研修を行いなさい、

あるいは育児とか介護の相談を行った相談者に対して、その権利を守りなさい、

あるいは育児休業取得事例の収集をして、それを労働者のほうに提供しなさい、

あるいは育児休業制度とか育児休業取得促進に関する企業の方針を労働者に周

知しなさい、以上の４つの中のどれかを雇用環境の整備の措置として講じなさ

いよというふうに言っているんですけれども、その措置を行ってなかったとい

うのが 83 件ございました。次いで多かったのが、育児休業も介護休業も、申出

があった場合には書面で通知をしなければならないことになっているんですけ

れども、その不備に関するものが 31 件ございました。以上の是正指導の内容に

つきましては、事業所のほうから書面で結果の報告をいただいて、是正の確認を

行っております。 
私のほうからは以上になります。 
○有馬会長 では、次に塩月委員のほう、よろしくお願いします。 
○塩月委員 塩月です。最低賃金について、最近ニュースか何かで地方からの人

口流出を避けるために、最低賃金を全国一律にしたらどうだろうかということ

で、いつか当局ではこの方針を固めたみたいな、そんなニュースを聞いたような

記憶があって、宮崎県は最低賃金が下のほうだから、影響が大きくて簡単ではな



21 
 

いと思いますけれども、私ども中小企業からすると、人口流出というのは非常に

大きな問題なので、このあたりを労働局さんとしてどういうふうに考えておら

れるかというのが１点です。 
 ２番目に、有効求人倍率について、1.4 倍を超えて、ちょっと高いなと思って

いたのですが、今年の下期に入ってから 1.3 倍に落ちてきたということで、結構

我々の企業の景気の実感とは非常に一致するんですが、下期からデフレで変

わってきたと。それについて何か思い当たる理由があれば教えていただきたい

ということです。以上です。 
○坂根局長 まず、１番目の最低賃金の件についてお答えいたしますが、現行の

制度では、地域別最低賃金（時間額）の決定に当たっては、地方の最低賃金審議

会に諮問するという制度でございますので、一部の地方自治体でそういう採択

が出たというのは私も承知はしておりますけれども、政府として、それに向けて

検討を開始したとか、そういうことは全くございません。ただそういう声が上

がっているというだけの話だと認識しておりますので、全国一律最低賃金を前

提とした回答として、公式な場での回答は差し控えさせていただきたいと思い

ます。 
ただ、ちょっと視点を変えていただきますと、現行の最低賃金制度の中での回

答ということになりますが、御承知のとおり、最低賃金は県内一律でございます。

したがって、県内の中心部、過疎化が進んでいるところ、これも一律同じ最低賃

金が適用されているところでございます。その一方で、県内の多くの自治体（市

町村）も人口流出をはじめとする数々の問題が進んでおります。この背景として、

少子高齢化を含め、進学の問題、学校がない、大学がないとか、そういうことで

県の中心部のほうに人が流出してしまうといった問題があって、やはりこれは

各自治体で大変苦労している問題でもあります。県内の一律最低賃金であって

も、同じ問題が生じているという認識をしております。したがって、誰もが生活

をしやすいと感じられる地域づくりとか、本当に働きやすいと感じられる職場

環境づくりへの取組が非常に重要になってくると思っておりますが、労働環境

の改善だけでは何ともしがたい問題だと思っております。以上です。 
○伊藤職業安定部長 続きまして、次の有効求人倍率のお話になります。 
まず、９月ということの途中経過の回答になりますが、全国的な話としては、

先ほど御説明したとおり、行動制限緩和が起きたことによって、求人が非常に増

えたというパッケージの中で、より高い水準であるものが一定の水準に追いつ

いたというところがあります。９月に関しては非常に下がっているということ

で、一度向上した際には 1.32 という数字が出ておりましたが、１月に季節調整

値の改定をした結果、1.35 ということで、前年の８月から 0.05 ポイント上がっ

たという事実はございます。こちらにつきましてはまだ個別要因がございます。
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９月については大口の求人でほぼ毎月 470 人を固定していただきました１事業

所が、８月より募集人数の見直しを行いまして、毎月の求人数が 300 以下、200
人弱になったということでございます。また、毎月 100 人から 200 人程度に求

人を維持していただいたほかの事業所についても、人手が減少した事業所様が

ございましたので、こちらに関しては特定企業様が求人を増やしたことによる

ということで、とにかく景気の悪化が県内全域で進んでいるとか、あるいは業種

が、ということでは捉えておりません。 
もう一つは、先ほど、最初に局長の坂根から御説明をさせていただきました、

年収の壁の報道の問題でございます。就業調整を行うという旧体制の検証を検

討し始めたパート勤務の女性が新規求職申込みを行ったという求職側の要因で

増えました。また、９月ということで、お子様が夏休みを終わって学校が始まっ

たということもありまして、こちら、例年ではありますが、９月は求職申込みが

非常に増えた、求人が減ったということの２つの要因がたまたま重なった部分

が非常に多いということでございます。 
○有馬会長 では、野口委員にお願いします。 
○野口委員 中小企業団体中央会の野口でございます。いわゆる年収の壁に関

する質問でございますけれども、昨年度の最低賃金審議会におきましても、ある

程度の最低賃金が上がっても、就業調整につながってしまえば、いわゆる人手不

足の解消にはなかなかつながらないということで、付帯決議ということで提案

させていただいたこともございます。 
そういったことも受けまして、当面の対応策でございますけれども、年収の

壁・支援強化パッケージが示されたところでございます。また、私どもの組合員

に対する調査でございますけれども、その結果を見ましても、パートタイマーさ

んの就業調整をしているというところが約４割弱ございました。やはり大きな

理由が 130 万円を超えると社会保険の問題が発生するだとか、あと配偶者の企

業の家族手当の対象外になるとか、まさに年収の壁、そういったテーマについて

もどうなのか、関心が多いところでございます。したがって、そういった関心の

ある話題につきまして、そういったパッケージが始まったばかりではあります

けど、どういった利用状況にあるのか、あるいは相談状況があるのか、まだ期間

が少ないので、なかなか評価はできないと思いますが、もちろん最低賃金の進め

方など十分評価できないとは思うのですけれども、仮に思ったよりちょっと少

ないかということであれば当然周知を、私どもがその市場におりますし、もしか

したらちょっと使い勝手が悪いところがあるのであれば、補完的な支援に向け

て、私どもとしても提案する必要があるなと思います。もしくは、今の制度を見

ると、理由がどういうところにあるか、そういったところもちょっとお聞きをし

て、私どもとしても今後の対応につなげていきたい、そういったことで質問させ
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ていただきました。以上です。 
○渡辺雇用環境・均等室長 賃金の引上げと年収の壁を意識せずに働くことが

できる環境づくりに向けて、各種支援策等の周知広報、またそうしたタイミング

に向けて対策が必要でございまして、賃金の引上げに向けた支援の取組を行っ

ているところでございます。個別企業に対しましても、同様に、局から現場に出

向きまして発信し、呼びかけているところもございます。その中で、個別企業の

御意見としてあったのが、人事計画の見直しを考えているところであり、キャリ

アアップ助成金の活用を支援に入れているよというようなキャリアアップ助成

金の活用に前向きな御意見や、扶養範囲内の働き方を希望する者が多く社会保

険加入に至らないといった御意見もお聞きしたところでございます。労働局と

いたしましても、今後も引き続き就業調整の動きが懸念されることでもありま

すし、年金もちょっと変わるというような部分もありますので、個別企業への周

知広報も継続していきたいとは思っています。つきましては、御協力のほどをお

願いできないかと考えているところでございます。 
参考といたしまして、キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コー

スの計画届受理件数ということでお示ししているようなところでございます。 
私からの御回答は以上にさせていただきたいと思います。 
○有馬会長 ほかの委員の方々で御質問、御意見等はございませんでしょうか。 
では、進捗状況と行政運営方針（案）の一括説明に対しての質疑応答でしたが、

令和６年度宮崎労働局行政運営方針（案）につきまして、労働局提案のとおりで

策定していってよろしいでしょうか。 
（「異議なし」と言う者あり） 

○有馬会長 ありがとうございます。 
では、原案のとおり決定させていただきたいと思います。 

 あと、もう一つ、報告事項となっておりますが、「雇用対策協定について」が

ございます。これにつきまして事務局より説明をお願いいたします。 
○伊藤職業安定部長 改めまして、職業安定部長の伊藤でございます。 
 お配りしている「労働局と地方公共団体等との雇用対策協定について」という

資料を御覧いただけますでしょうか。 
おめくりいただきまして２ページでございます。 
雇用対策協定というものを労働局は結んでおります。具体的には、宮崎県、あ

と４市、宮崎市、都城市、日南市、小林市というところで、それ以外も一応自治

体様と連携をさせていただいているのですが、この１県４市につきましては、具

体的な数値目標であったりとか、日々の連携を協定という形で、毎年何を目指し

ていくかということを議論していただきながら協働させていただいております。 
先ほどの説明のほうでも何度も申し上げているとおり、人手不足、人口減少、
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非常に重要な課題でございます。県、地方自治体、同じ悩みを抱えている。それ

は私どもも同様でございますが、そういった中で、県内就職への取組、県外流出

を防ぐという取組と、ＵＩＪターン、一度出た方への支援、労働局だけでできる

わけでも、各地方自治体様だけでできるものでもございません。都城市が非常に

話題ですが、移住の支援金をお出しいただいているとか、様々な御支援を地方自

治体様もしていただいております。各地方自治体様、ＵＩＪターンのいろいろな

コーナーであったり窓口を設けておられますが、それだけでは移住というのが

最終決着に至りません。そういった中で労働局が御相談、協働しながらというこ

とが特に力を入れていくという部分です。 
先ほどの御説明の中でも、ハローワーク、対面が今まで多い中で、オンライン

をどんどん進めていくという話をさせていただきました。都市部、東京でも大阪

でも福岡でもいいのですが、今まではこちらに来ていただかないと、なかなか宮

崎の仕事について具体的な御相談というのがなかなかできない状況がありまし

たが、今はオンラインでさせていただくことが可能でございます。今はオンライ

ンがございますので、ハローワークに回していただければ、この地域のお仕事、

状況を把握しておりますので、そういった部分をより強めていくということで

ございます。一方、平成 27 年から宮崎市様であったり、ほかのところも含めて、

27 年、28 年、29 年からこちらの協定のほうを結んでおりますが、なかなか時

期がある程度たっていて形骸化している部分もあったというふうに思っており

ますので、来年度に向けても、統一して、課題自体は労働局も地方自治体も同じ

であるということで、同じ方向に向かってやっていくということで協働させて

いくということの協定でございます。 
簡単でございますが、御報告ということで、このようなことをしていくという

ことで説明させていただきました。 
○有馬会長 ありがとうございます。労働局と自治体との雇用対策協定につい

て報告していただきましたが、何か御質問等ございませんか。 
○塩月委員 意見として、これは非常に歓迎すべき事案というか、ＵＩＪターン

との懸け橋であるということで、非常に歓迎する動きであります。それでいくと

市の方の動きと我々企業の方もいろいろ工夫をしまして、ネット媒体で常時求

人を出して、料金を払うとグループの検索にヒットできるとか、そういうことが

できるみたいなのですね。それで面接も従来は来てもらっていたのですが、オン

ラインでいいとしたのです。そうすると、今回は県外からの受験者がかなり増え

たということがありますので、そういうネット媒体の使い方で、革命期になるか

なと感じた次第でございます。以上です。 
○伊藤職業安定部長 御意見いただきましてありがとうございます。今、ネット

の力は非常に重要でございます。ハローワークのホームページであったりとか、
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私どもＳＮＳ、様々な媒体をここ 1 年ぐらいで非常に作りました。一方、そう

いったものをただ流すだけでは意味がないと思っておりますので、より進化し

なくてはいけないということで考えております。 
○有馬会長 この報告につきまして、ほかに委員の方から御意見、御質問はあり

ませんか。 
○白﨑委員 先ほど、今後、その対策等の締結に向けて取り組んでいくというこ

とで説明いただいたんですけど、さらに労働局さんとそれぞれの自治体との 1
個１個の相談なりとか、例えば宮崎県だと個々の組織があって、市長会だとか町

村会だとかそういったものがあるので、そこに働きかけをしていくような形に

されるのか、使い勝手などについて御教示ください。 
○伊藤職業安定部長 協定自体は個別の地方自治体と締結しております。協定

を結ばないと連携をできないわけではないので、協定ありきではありませんが、

県内に７つのハローワークがございまして、管轄している地方自治体がござい

ます。まず、各ハローワークに所長等を配置してございますので、そちらの接点

を日々持っておりますので、その関係を強めながら、必要性に応じて協定で取り

持ち、細かい目標設定とかをさせていただいて、協働でやるというところでござ

います。 
○有馬会長 ありがとうございます。労働局と自治体との雇用対策協定につい

て報告していただきましたが、何か御質問等ございませんか。 
○塩月委員 意見として、これは非常に歓迎すべき事案というか、ＵＩＪターン

との懸け橋であるということで、非常に歓迎する動きであります。それでいくと

市の方の動きと我々企業の方もいろいろ工夫をしまして、ネット媒体で常時求

人を出して、料金を払うとグループの検索にヒットできるとか、そういうことが

できるみたいなのですね。それで面接も従来は来てもらっていたのですが、オン

ラインでいいとしたのです。そうすると、今回は県外からの受験者がかなり増え

たということがありますので、そういうネット媒体の使い方で、革命期になるか

なと感じた次第でございます。以上です。 
○伊藤職業安定部長 御意見いただきましてありがとうございます。今、ネット

の力が非常に重要でございます。ハローワークのホームページであったりとか、

私どもＳＮＳ、様々な媒体をここ 1 年ぐらいで非常に作りました。本県には非

常に重要でございます。そういったものをただ流すだけでは意味がないと思っ

ておりますので、より進化しなくてはいけないということで考えております。 
○有馬会長 この報告につきまして、ほかに委員の方から御意見、御質問はあり

ませんか。 
○白﨑委員 先ほど、今後、その対策等の締結に向けて取り組んでいくというこ

とで説明いただいたんですけど、さらに労働局さんとそれぞれの自治体との 1
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個１個の相談なりとか、例えば宮崎県だと個々の組織があって、市長会だとか町

村会だとかそういったものがあるので、そこに働きかけをしていくような形に

されるのか、使い勝手などについて御教示ください。 
○伊藤職業安定部長 そうです。協定を結ばないと連携をできないわけではな

いので、協定ありきではないんですが、もちろん市町村関係よりは、県内に７つ

のハローワークがございまして、管轄して地方自治体がございます。まず、各ハ

ローワークに所長等を配置してございますので、そちらの接点を日々持ってお

りますので、その関係を強めながら、必要性に応じて協定で取り持ち、細かい目

標設定とかをさせていただいて、協働でやるというところでございますが、お答

えとしては個別という形でございますし、協定を結んでいないところも、連携が

できていないわけではございませんので、より認識をしていくというか、宣伝で

もあるので、発信しているところでございます。 
○有馬会長 報告事項につきまして、ほかの委員の方はいかがでしょうか。 
では、報告事項の雇用対策協定につきましては、御質問がなければこれで終了

したいと思います。 
これで本日の審議事項、報告事項については全て終了いたしました。 
以上をもちまして、本日の審議会の全審議を終了いたしたいと思います。 
最後に、事務局から議事録に関する連絡をお願いいたします。 
○三輪監理官 本日は多くの御意見をいただきましてありがとうございました。 
今回の議事録の署名は、事前に会長から指名のありました労働者代表から重

黒木委員、使用者代表から野口委員のお二方にお願いしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 
なお、議事録につきましては、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれはありま

せんので、宮崎地方労働審議会運営規程第６条の規定により公開とさせていた

だきます。 
○有馬会長 それでは、以上をもちまして本日の審議会は終了させていただき

ます。本日はどうもありがとうございました。 
午後４時 45 分閉会 
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